
福岡市スタートアップ成⻑⽀援等業務委託 仕様書  
1 件名 

福岡市スタートアップ成⻑⽀援等業務委託  
2 事業目的 

本事業は、福岡市内に拠点を有するスタートアップのうち、急成⻑を志向する企業
を対象として、資金調達機会および大企業等との協業機会を体系的に提供することに
より、事業成⻑の加速および次の成⻑段階への円滑な移⾏を実現することを目的とす
る。 

あわせて、福岡市のスタートアップ施策について効果的に発信することで、国内の
有望なスタートアップおよび投資家等の関係プレイヤーの関心を喚起し、福岡市への
立地・進出を促進する。 

これにより、福岡市におけるスタートアップ・エコシステムの高度化および持続的
なイノベーション創出基盤の強化を図る。  

3 業務内容 

受託者は、上記「2 事業目的」を達成するため、次に掲げる業務について効果的な
実施方法、運営方法及び実施体制を企画・提案し、実施するものとする。 

（1）ネットワーク交流プログラムの実施 

• 本事業の効果を高めるため、福岡市の都市特性や文化を活かし、多種多様な参加
者が参画するネットワーク交流プログラムを企画・提案・実施すること。 

• 企画・提案・実施にあたっては、市内スタートアップに対する資金調達⽀援、協
業機会の創出、売上向上及び成⻑機会の提供に資する実効性の高い内容とすると
ともに、参加者間の関係構築を短期間で深化させる内容とすること。 



• 事業効果を高める観点から、既存の関連イベント、展示会、ピッチイベント、ス
タートアップ⽀援事業等への出展又はそれらの活用を含めて提案できるものとす
る。また、必要に応じて、提案事業者以外の関係機関、⺠間事業者、⽀援機関、
大学、金融機関等との共催又は連携による実施を可能とする。 

• 参加者の属性や役割が本事業の目的に合致するよう、必要に応じて選定又は調整
を⾏うこと。 

• 福岡市内から、少なくともスタートアップ・⽀援機関等 20 社程度が参加できる
よう、適切な募集・周知・参加促進を⾏うこと。 

（2）参加スタートアップへの⽀援の実施 

• 参加するスタートアップが、資金調達、売上向上、協業先の確保等の具体的な成
果につなげられるよう、効果的な⽀援を企画・実施すること。 

• ⽀援には、例えば次に掲げる内容を含めることが望ましい。  
o 投資家、事業会社等との事前マッチング 
o 個別メンタリング又は伴走⽀援 
o ピッチ資料・事業説明資料等のブラッシュアップ⽀援 
o 商談機会の創出に向けた事前準備⽀援 

（3）継続的な関係構築に向けた取組 

• (1)で参加したスタートアップが、投資家、事業会社、⽀援機関等との継続的な
関係構築につながるような手法を企画・実施すること。 

• 具体的には、参加者情報の整理、継続的な接点づくり、フォローアップ面談、コ
ミュニティ形成等、持続的なネットワーク形成に資する取組を検討すること。 

（4）福岡市のスタートアップ⽀援施策の PR 及び進出促進 

• 福岡市のスタートアップ⽀援施策、⽀援環境及び立地魅力を効果的に PR するこ
と。 

• また、福岡市内への進出を希望し、又は関心を有する企業等とのマッチング機会
を創出するため、福岡市との事前マッチング、個別調整その他効果的な手法を検
討し、実施すること。 



（5）成果把握及び報告 

• 実施内容、参加状況、面談件数、商談件数、協業検討件数その他本事業の成果を
適切に把握し、報告すること。 

• あわせて、事業終了後の継続案件や今後の展開可能性について整理し、本市に報
告すること。 

 

4 実施体制・スケジュール 

（1）事務局の設置 

本業務の円滑な遂⾏のため、担当事務局を設置すること。 

（2）運営体制の構築 

業務に従事する人員配置・役割分担を明示した運営体制を構築すること。 

（3）実施スケジュールの作成・進捗管理 

業務の開始から報告書提出までのスケジュールを作成し、進捗管理を⾏いながら福岡
市に適宜報告すること。  

5 成果物 

・実施報告書（紙原本１部、電子データ１式） 

・記録写真（電子データ）  
6 履行場所 

福岡市経済観光文化局創業推進部創業課 外  
7 履行期間 



契約締結の日から令和９年３月３１日まで  
8 委託上限額 

１５,０００千円（消費税及び地方消費税含む）以内  
9 その他 

（1）本業務により作成された成果物等の知的財産権は、福岡市に帰属する。 

（2）業務遂⾏中に得た個人情報・機密情報等は、適切に管理し、漏洩のないよう徹底
すること。 

（3）旅⾏業の免許が必要な業務が発生する場合は、関係法令に従って適切に対応する
こと。 

（4）不可抗力（災害・感染症流⾏等）により履⾏が困難となる場合は、事前協議のう
え業務内容の変更ができる。 

（5）その他、本仕様書に定めのない事項については、福岡市と受託者の協議により 
定める。 


